
山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー

活 動 推 進 員 等 設 置 費 補 助 金 交 付 要 綱

（ 通 則 ）

第 １ 条 山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー （ 以 下 推 進 セ ン タ ー と い

う ） 活 動 推 進 員 等 設 置 費 補 助 金 に つ い て は 、 山 梨 県 補 助 金 等 交 付 規。

則 （ 昭 和 ３ ８ 年 山 梨 県 規 則 第 ２ ５ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱

に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 目 的 ）

第 ２ 条 こ の 補 助 金 は 、 障 害 者 の 社 会 参 加 促 進 事 業 推 進 の 中 核 と な る 推

進 セ ン タ ー の 運 営 費 を 助 成 す る こ と に よ り 、 障 害 者 の 地 域 に お け る 自

立 生 活 と 社 会 参 加 を 促 進 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 補 助 対 象 者 ）

第 ３ 条 補 助 対 象 者 は 、 山 梨 県 内 の 各 障 害 者 団 体 を 総 括 的 に 代 表 す る 社

会 福 祉 法 人 山 梨 県 障 害 者 福 祉 協 会 と す る 。

（ 補 助 対 象 事 業 ）

第 ４ 条 補 助 の 対 象 と な る 事 業 は 、 次 の と お り と す る 。

（ １ ） 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 給 与 費

（ ２ ） 推 進 セ ン タ ー 光 熱 水 費 及 び 清 掃 費

（ 補 助 金 の 額 ）

第 ５ 条 補 助 金 の 額 は 、 予 算 の 定 め る 範 囲 内 と す る 。

（ 補 助 金 交 付 申 請 ）

第 ６ 条 こ の 補 助 金 の 交 付 申 請 は 、 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 の 書

類 を 添 付 し て 申 請 す る も の と す る 。

（ １ ） 事 業 計 画 書

（ ２ ） 収 支 予 算 書

（ ３ ） 定 款

（ 補 助 金 の 交 付 ）

第 ７ 条 こ の 補 助 金 の 交 付 は 、 知 事 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 概 算 払 い す る

こ と が で き る 。

２ 概 算 払 い を 受 け よ う と す る 時 は 、 概 算 払 請 求 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。



（ 補 助 金 の 交 付 条 件 ）

第 ８ 条 補 助 事 業 等 に 要 す る 経 費 の 配 分 （ 軽 微 な 変 更 （ 補 助 事 業 各 費 目

相 互 間 に お け る い ず れ か 低 い 額 の ２ ０ ％ 以 内 の 経 費 の 変 更 ） を 除）

く ） 又 は 補 助 金 額 の 増 減 を 伴 な う 補 助 事 業 等 の 内 容 の 変 更 （ 軽 微。

な 変 更 を 除 く ） が あ る 場 合 は 、 事 前 に 変 更 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ３。

号 ） に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 実 績 報 告 ）

第 ９ 条 こ の 補 助 金 に か か る 事 業 を 完 了 し た と き は 、 事 業 完 了 後 １ か 月

以 内 又 は 翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 ま で の い ず れ か 早 い 時 期 ま で に 、 事 業 実

績 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 次 の 書 類 を 添 付 し て を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。

（ １ ） 収 支 計 算 書

（ ２ ） 活 動 推 進 員 等 設 置 費 内 訳 表

（ ３ ） そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類

（ 補 助 金 の 経 理 等 ）

第 1 0条 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 山 梨 県 障 害 者 福 祉 協 会 は 、

補 助 金 に 係 る 経 理 に つ い て 収 支 の 事 実 を 明 確 に し た 証 拠 書 類 を 整 理

し 、 か つ 、 こ れ ら の 書 類 を 補 助 事 業 が 完 了 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の

終 了 後 ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

付 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

こ の 要 綱 は 、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

こ の 要 綱 は 、 平 成 1 0年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。



（ 様 式 第 １ 号 ）

第 号

平 成 年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所

（ 申 請 者 ） 氏 名 又 は 名 称 印

平 成 年 度 山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等

設 置 費 補 助 金 の 交 付 申 請 に つ い て

こ の こ と に つ い て 、 山 梨 県 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ４ 条 に よ り 、 関 係 書 類

を 添 え て 申 請 し ま す 。

１ 補 助 金 申 請 額 金 円

２ 添 付 書 類

（ １ ） 事 業 計 画 書

（ ２ ） 収 支 予 算 書

（ ３ ） 定 款



（ 様 式 第 ２ 号 ）

第 号

平 成 年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所

（ 申 請 者 ） 氏 名 又 は 名 称 印

概 算 払 請 求 書

平 成 年 月 日 付 け 障 第 号 で 交 付 決 定 の あ っ た 平 成 年 度

山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等 設 置 費 補 助 金 に つ い

て 、 次 の と お り 概 算 払 い の 請 求 を し ま す 。

１ 概 算 払 請 求 額 金 円

２ 内 訳

補 助 金 交 付 決 定 額 既 概 算 交 付 額 差 引 額 今 回 概 算 請 求 額

① ② ① － ②

円 円 円 円

３ 概 算 払 請 求 の 理 由

４ 支 払 方 法

口 座 振 替 振 替 先 銀 行 名

預 金 種 別

口 座 番 号

名 義



（ 様 式 第 ３ 号 ）

第 号

平 成 年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所

（ 申 請 者 ） 氏 名 又 は 名 称 印

平 成 年 度 山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等 設 置 費

補 助 金 の 変 更 交 付 申 請 に つ い て

平 成 年 月 日 付 け 障 第 号 に よ り 交 付 決 定 の あ っ た 平 成 年

度 山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等 設 置 費 補 助 金 に か か

る 事 業 に つ い て 、 同 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変

更 し た い の で 申 請 し ま す 。

（ １ ） 変 更 の 理 由

（ ２ ） 事 業 変 更 後 の 収 支 出 予 算 書

（ ３ ） そ の 他 参 考 書 類



（ 様 式 第 ４ 号 ）

第 号

平 成 年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所

（ 申 請 者 ） 氏 名 又 は 名 称 印

平 成 年 度 山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等 設 置 費

補 助 金 の 実 績 報 告 に つ い て

平 成 年 月 日 付 け 障 第 号 に よ り 交 付 決 定 の あ っ た 平 成 年 度

山 梨 県 障 害 者 社 会 参 加 推 進 セ ン タ ー 活 動 推 進 員 等 設 置 費 補 助 金 に か か る

事 業 実 績 に つ い て 、 同 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り

関 係 書 類 を 添 え て 報 告 し ま す 。

（ １ ） 収 支 計 算 書

（ ２ ） 活 動 推 進 員 等 設 置 費 内 訳 表

（ ３ ） そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類


